
                                     
誕生日祝い 
1 月 22 日 佐々木 啓策会員 
 
ニコニコボックス 
海江田会長 加藤会員の卓話、楽しみにしておりま

す。 
土居会員 加藤さんの卓話楽しみです。勉強させ

て戴きます。 
加藤会員 本日卓話させて頂きます。宜しくお願

いします。今日も楽しく参りましょ
う!! 

木村会員 加藤さん、本日は卓話を”教材”とし
て、使用させて下さい。ここの皆さん
は来年度教育実習に出る学生達です。 

大原会員 加藤さん卓話楽しみにしています。 
髙山会員 加藤さんのお話し楽しみです。 
角田会員 加藤会員の卓話楽しみです。 
          計 12,000 円 累計  720,187 円 
 
会長報告 海江田 健司会長 
・茶楽会からのお知らせです。東京神田 RC との合同ゴ

ルフコンペ、KOG 会開催が 5 月 29 日に決定しまし
た。本日案内をお配りしています。ゴルフをされる
方は大歓迎ですので、ぜひ奮ってご参加ください。 

・戦略委員会より、本日皆様に会員アンケートを配布
しました。戦略委員会の一番大きな狙いとして、今
後 3 年間のクラブ戦略計画の作成になります。その
上で、現状をアンケートによって明らかにすること
を最初に予定をしております。次週 2 月 5 日の例会
時にアンケートをご記入しご提出いただくか、渡辺
会員が作成した Google フォームで回答できるように
なっております。どちらかご都合の良い方で来週の
例会までに回答ください。アンケートは神保会員に
作成していただきました。ありがとうございました。 

・入会候補者の方が、入会にあたり、定款や規約、東
京お茶の水 RC 会員の加入企業一覧の提出が会社か
ら求められているとのことです。加入企業一覧に載 

 
せたくない方は事務局の方にご連絡ください。後程
事務局からメールを配信します。 

 
幹事報告 中野 広行幹事 
・次週 2 月 5 日（水）は、東京ドームホテルでの開催

です。11：30 より理事役員会を開催しますので関係
者の方はお集まりください。 

・ロータリー希望の風奨学金へのご協力ありがとうご
ざいました。 

＜地区関係行事＞ 
・2 月 4 日（火）に地区危機管理委員会および拡大増強

委員会合同研究会に、海江田会長と私が出席します。 
 
ロータリーの友 1 月号の紹介 和田 夏彦会員 
気になった記事 2 つほどお知らせしたいと思います。

1 つ目は 8～13 ページにある、四つのテストについて、
あらためて、そもそもの由来や経緯を読ませていただ
きました。ロータリーの為、というより会社再建の為
に作った言葉で、自分も仕事で悩んだときには使うの
かな、と思いました。12～13 ページでロータリーの友
編集担当理事の本田さんが解説で、四つのテストを通
して他人を見るのではなく、自分自身を考える、意見、
行動を考えるべきと、人を判断するためではなく自分
を見るために使う言葉、と書いてありました。 
2 つ目は 73 ページ「伝統技法と職業奉仕の心」という
宮大工の小川さんという方の記事ですが、宮大工にな
った経緯や、職人が「無駄をさせて、無駄に気付かせ、
無駄をなくす」と書かれていまして、私も結構無駄な
事をやりますが、それで経験することも多いので非常
に大切な事だなと思いました。 
 
出席報告 

会 員 数   36 名 ゲ ス ト    0 名 
出 席   18 名 ビジター    0 名 
Z O O M    2 名 合 計   20 名 
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今後の予定 
2/12（水）オンライン例会  

髙山 肇会員 
2/19（水）(於)東京ドームホテル オープン例会 

株式会社華ひらく 代表取締役 
内木 美樹様 

「障害があっても堂々と生きられる 
社会をつくる」 

2/26（水）(於)帝国ホテル 千代田 6クラブ合同例会 



住宅リフォームの 

甘い言葉にご用心 

加藤 丈晴会員 
 
1.悪いリフォーム営業に気を付けて 
2.制度を悪用したリフォーム詐欺 
3.トラブルに巻き込まれない為に 
 
1-A 屋根工事の点検商法 

訪問で来ます。作業着を着て職人を気取ってきます。 
必ず「近所で工事をしています。お宅の屋根が壊れてい
るのが見えたので伝えに来ました」と言います。 
とにかく屋根屋には気を付けてほしい。屋根に上らせる
と、瓦をはがしたり、スレートを割ったりして、その写
真を撮ります。屋根材が落ちて通行人にケガさせる、車
にあったたら弁償になる、今日工事の契約をすれば安く
する、と言ってきますので、必ず断ってください。 
 
1-B 太陽光発電設備の悪徳販売 

太陽光パネルの設置が義務付けされた、設置しないと
罰則がある、というアプロ―チで来ます。 
ただ、東京都は新築住宅に 2025 年 4 月から設置義務予
定で、川崎市も 2025 年 4月から新築を対象に、ハウス
メーカーなどの建築業者に設置を義務づける予定になっ
ています。既存住宅での太陽光パネル設置義務はありま
せん。これも基本的には嘘、ということになります。 
 
1-C 水道業者の高額請求被害 

夜中に水が止まらないとか、水漏れを発覚したときは
皆さんやっぱり慌てます。冷蔵庫に貼るような「水道の
110 番」の広告がよくポストインされていて、慌てて電
話してしまいますが、悪い業者が多く見積もりは無料で
も調査費はかかるとかあります。よく CM をやっている
大手の会社でも、作業費がプラスで加算し、あっと言う
間に高額になるケースが多いです。焦る気持ちはわかり
ますが、上水道の場合は水漏れの応急措置があり、自分
で止めて、水道局に「指定水道工事店」を問い合わせて、
そこにお願いして直してもらったほうが安くできます。
水道でトラブルがあっても焦らないでください。 
 
1-D 給湯器の点検商法 

○○市から受託を受けて点検に来たとか、〇〇ガスの
指定業者です、と突然やって来て、実際に点検をしたの
ち必ず「壊れている」と言います。もうすぐ壊れる、お
風呂が使えなくなると不安を煽ります。また、配管関係
がもう弱っている、鉄の配管だったら錆びちゃってどう
にもならない、このままにしていると水漏れすると言い
ます。今これを全部換えましょう、換えないと危ないと
言い、高額な見積もりになりますので気を付けていただ
ければと思います。 
 
1-E 分電盤（ブレーカー）の点検商法 

「分電盤は 15年で交換することになっている」と言
って、電力会社の委託を受けてきたということで来ます。
このままにしていると火災になると、交換することを迫
ってきます。東京電力でも 4年に 1回法定点検がありま
す。よほどのことがない限りは火災になるとか事故にな
るとかありませんので、お気を付けください。 
 

2-A 火災共済、保険の申請サポート商法 
・通常の火災保険の利用 

自然災害により、家が破損した場合、火災保険でその
破損した部分の交換・修理代金が支払われる 
破損・変形等あれば、工事見積金額の約 70%～90%が
保険会社から支払われるケースが一般的 

・火災共済・保険会社への提出書類 
工事会社の見積書 
破損状況が分かる写真 
業者が基本的に用意します。業者に依頼してください。 

・火災保険料の値上げ 
近年の自然災害多発の影響で、非常に高額にパーセン
テージが上がってきています。2024 年の 10 月には
13％掛金が上昇しています。 

・火災保険の更新期間短縮 
2022 年 10 月からは、最長 5年更新になっています。
5 年経ったら、そこで値上がりした掛金でまた掛けな
ければいけないという形になります。 

・火災共済・保険の補償対象になる事例 
建物、及びフェンスとかカーポート、そういった敷地
内の付帯物も基本的には出ます。 

・共済・保険の申請サポート・コンサルタント商法 
電話営業や訪問で、火災共済・保険で、タダでリフォ
ームができると言います。20 年 30 年経っている家は、
経年劣化等で変形し壊れている部分があるお宅が結構
あります。それを全部自然災害で壊れた体で、保険会
社へ見積書をつけて申請を出します。保険会社も、経
年劣化によるものか、自然災害で壊れたものかは認定
が難しいので保険金が支払われるケースが結構ありま
す。そういう業者は「申請サポート業者に頼んで平均
100 万円皆さん貰っています」というと、皆お金もら
っているなら私も、となる人が出てきます。実際に申
請し保険金が支払われたら、コンサルタント契約書に、
成功報酬として大体平均 60%ぐらいを頂く、となって
います。その 60%のお金で工事してくれるのと思うの
ですが、工事はしません。コンサルタント料としてた
だお金を持って行くだけになります。 



実際こういうことをやっている会社で、社団法人挌を
取られているところが非常に多く、それらしい名前を
つけてやっているので非常に紛らわしいです。 
火災共済・保険金の申請は原則、ご自身で行うもので
す。ウソの理由による共済金・保険金請求は保険金詐
欺に該当する恐れがあります。お気を付けいただけれ
ばと思います。 

 
2-B リフォーム助成金詐欺 

東京都や、横浜市とか、塗装工事や屋根工事をする際
に助成金が出るから、それで工事ができるからやりまし
ょう、という業者がいます。申請は工事が終わった後に
すれば大丈夫、今日契約してくれたら安くすると、そん
な形で契約させます。実際に調べてみたら、地方自治体
ではそういう助成金はありません。助成金というのは、
塗装とか屋根の工事についてはほとんどないと思ってく
ださい。 
地方自治体で必ずある助成金が 2つあります。 
耐震工事とバリアフリー工事で、これに関してはほとん
どの地方自治体に助成金があります。ただ今言った塗装
工事とか屋根工事とかそういったリフォームで助成金と
いうのは、ほとんど使えないと思っていただいてかまい
ません。 
 
3 トラブルに巻き込まれないために 

訪問営業・電話営業が 100%悪いわけではないですが、
基本的には、詐欺にかからないために悪徳業者という意
識を持っていただいて、一切相手にしないと、気を付け
いただければと思います。 
気を付けるポイントとして、過度な割引、点検商法の場
合「タダで出来る」と絶対言います。急かされてもすぐ
契約をしない、とにかく工事の内容や費用の説明を十分
に受ける、複数の業者から見積もりを取っていただくと
いうことです。 
まともにやっている業者が契約を煽ることはしません。 
必ずすぐ契約したいという、材料費が上がるとか、たま
たまキャンセルが出て屋根の部材が余っているから半額
でやりますとか言いますが、そういうことはないので、 
煽られないように気を付けていただければと思います。 
 
トラブルに巻き込まれた場合に、消費生活センター
「188」があります。ご相談される方は実際多いですが、
ここへ電話をしてもほとんど解決しません。なぜかとい
うと、強制力がほとんどないからです。業者が強気に出
たら、もう何もすることができません。 
なので、契約をしてしまうと、まっさらな状態の白紙で
解約、というのは、ほとんどできないケースが多いので、
まず契約を急がないということを思って頂ければと思い
ます。 
 
これで今日の卓話を終わりにしたいと思います。 
そんなことで皆さんお気を付けください。 
長い時間ありがとうございました。 


